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白井市まちづくり条例 

平成１６年３月２６日 

条例第１号 

改正 平成２９年３月２８日条例第１０号 

令和４年３月１８日条例第１号 

目次 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 まちづくりの施策等（第７条） 

第３章 地区のまちづくり（第８条―第１６条） 

第４章 地区計画等の案の作成手続（第１７条―第２１条） 

第５章 建築協定（第２２条―第２４条） 

第６章 開発事業の協議（第２５条―第４４条） 

第７章 白井市まちづくり審議会（第４５条） 

第８章 雑則（第４６条―第４９条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市の都市計画に関する基本的な方針（以下「都市マスタープラン」と

いう。）に掲げる将来都市像の実現に寄与するため、市のまちづくりに関し必要な事項を

定めることにより、総合的かつ計画的なまちづくりを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内において事業を営む者及び市内に在勤又は在学す

る者をいう。 

(2) 土地所有者等 土地の所有権又は建築物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権

若しくは賃借権（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。

以下「借地権」という。）を有する者をいう。 

(3) 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１項第１号に規定する建

築物をいう。 

(4) 特殊建築物 建築基準法第２条第１項第２号に規定する特殊建築物をいう。 
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(5) 建築 建築基準法第２条第１項第１３号に規定する建築をいう。 

(6) 開発事業 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項に規定する開発

行為（以下「開発行為」という。）、建築物及び特殊建築物の建築、工作物の建設並び

に現状の土地利用を変更する行為をいう。 

(7) 事業者 開発事業を行う者をいう。 

(8) 近隣住民等 開発事業の区域の周辺に住所を有する者、土地又は建物に関する所有権

を有する者及び事業を営む者で、規則で定める範囲内のもの 

（一部改正〔平成２９年条例１０号〕） 

（まちづくりの基本理念） 

第３条 まちづくりは、安全で快適な居住環境の確保と市民等（市民及び土地所有者等をい

う。以下同じ。）の福祉の増進を目指し、市、市民等及び事業者が相互の理解と協力の下

に、協働して行うものとする。 

（一部改正〔平成２９年条例１０号〕） 

（市の責務） 

第４条 市は、まちづくりに関する調査及び研究を行うとともに、基本的かつ総合的な施策

等を策定し、これを実施しなければならない。 

２ 市は、前項の施策等の実施に当たっては、市民等の意見を反映するよう努めなければな

らない。 

３ 市は、市民等が実施するまちづくりに関する活動に対し、必要な支援を行わなければな

らない。 

（市民等の責務） 

第５条 市民等は、自らが主体となってまちづくりを推進するとともに、この条例の目的を

達成するために市が実施する施策等に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、その事業活動によって良好な居住環境を損なわないよう、自らの責任と

負担において必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために市が実施す

る施策等に協力しなければならない。 

第２章 まちづくりの施策等 

（まちづくりに関する施策等） 

第７条 この条例におけるまちづくりに関する施策等は、次に掲げるものとする。 

(1) 白井市基本構想及び基本計画、都市マスタープラン、白井市環境基本計画その他市の
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まちづくりに関する基本的な方針を定めた計画 

(2) まちづくりの基本理念を実現するため、市長が必要と認めるまちづくりに関する計画 

(3) 次条の地区まちづくり計画 

(4) 第２６条の開発事業指導基準 

(5) 第２７条の環境配慮指針 

第３章 地区のまちづくり 

（地区まちづくり計画） 

第８条 地区まちづくり計画とは、一定のまとまりをもった土地の区域（以下この章におい

て「地区」という。）において、地区内の市民等（以下「地区住民」という。）が主体と

なって、まちづくりを推進するため、次に掲げる事項を定めるものをいう。 

(1) 地区まちづくり計画の名称、位置、区域及び面積 

(2) 地区まちづくり計画の目標 

(3) 地区まちづくり計画の整備、開発及び保全に関する方針 

(4) 道路、公園、緑地、広場その他の公共施設（以下「地区まちづくり施設」という。）

及び建築物の整備並びに土地利用に関する計画（以下「地区まちづくり整備計画」とい

う。） 

(5) 当該地区の土地利用又は建築物で特に配慮すべき事項 

２ 地区まちづくり整備計画には、次に掲げる事項のうち、地区まちづくり計画の目標を達

成するため必要な事項を定めるものとする。 

(1) 地区まちづくり施設の配置及び規模 

(2) 建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度若しくは最低限度、建築物の建蔽率

の最高限度、建築物の敷地面積若しくは建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面

後退区域（壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区

域をいう。）における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度若しくは最低限

度、建築物の緑化率（都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第３４条第２項の緑化率

をいう。）の最低限度又は垣若しくは柵の構造 

（全部改正〔平成２９年条例１０号〕） 

（地区まちづくり協議会） 

第９条 地区住民は、次に掲げる要件を備えたときは、地区まちづくり計画を提案し、及び

地区のまちづくりを協働により推進することを目的として、地区まちづくり協議会（以下

「協議会」という。）を設立することができる。 
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(1) 協議会の代表者及び加入者を定めていること。 

(2) 地区の区域を定めていること。 

(3) 地区住民の自発的な参加の機会が保障されていること。 

(4) 地区内の土地所有者等の過半数が、協議会の設立について同意していること。 

２ 協議会を設立しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の認定を受けなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定は、協議会の変更について準用する。 

（一部改正〔平成２９年条例１０号〕） 

（地区まちづくり計画の素案の提出） 

第１０条 協議会は、規則で定めるところにより、地区まちづくり計画の素案（以下「素案」

という。）を市長に提出することができる。 

２ 素案は、地区内の土地所有者等の３分の２以上の者が同意（同意した者が所有する土地

の地籍と同意した者が有する借地権の目的となっている当該地区内の土地の地籍の合計が、

当該地区内の土地の総地籍と借地権の目的となっている土地の総地籍との合計の３分の２

以上となる場合に限る。）したものでなければならない。 

（一部改正〔平成２９年条例１０号〕） 

（地区まちづくり計画の案の作成） 

第１１条 市長は、素案が提出された場合において、必要があると認めるときは、白井市ま

ちづくり審議会の意見を聴いた上で当該素案に対する措置を決定し、その旨を協議会に通

知するものとする。 

２ 市長は、素案が第７条各号の施策等に照らし適切であると認めるときは、当該素案を踏

まえた地区まちづくり計画の案を作成するものとする。 

３ 市長は、地区まちづくり計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認め

るときは、説明会の開催等により市民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるも

のとする。 

（地区まちづくり計画の策定） 

第１２条 市長は、前条第２項の規定により地区まちづくり計画の案を作成したときは、白

井市まちづくり審議会の意見を聴いた上で、地区まちづくり計画を策定するものとする。 

２ 市長は、前条第３項の説明会の開催等を行った場合において、前項の規定により意見を

聴くときは、あらかじめ前条第３項の意見の要旨を白井市まちづくり審議会に提出しなけ

ればならない。 
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（地区まちづくり計画の告示等） 

第１３条 市長は、地区まちづくり計画を策定したときは、その旨を告示するとともに公衆

の縦覧に供しなければならない。 

２ 地区まちづくり計画は、前項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。 

３ 市長は、地区まちづくり計画の策定状況を周知するよう努めなければならない。 

（地区まちづくり計画の変更） 

第１４条 第１０条から前条までの規定は、地区まちづくり計画の変更について準用する。 

（地区まちづくり計画が策定された地区の開発事業の届出） 

第１４条の２ 地区まちづくり計画が策定された地区において、開発事業を行おうとする者

（以下「事業予定者」という。）は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出

なければならない。 

２ 事業予定者は、前項の規定による届出を行おうとするときは、あらかじめ当該地区まち

づくり計画に係る事項について、協議会と協議しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による協議に関して必要と認めるときは、事業予定者に対し、当該

地区まちづくり計画に係る事項について、指導又は助言を行うことができる。 

４ 市長は、当該開発事業が地区まちづくり計画に適合しないと認めたときは、事業予定者

に対し、地区まちづくり計画に適合させるための措置をとるよう要請することができる。 

（追加〔平成２９年条例１０号〕） 

（地区のまちづくりに関する支援） 

第１５条 市長は、地区のまちづくりに関する活動に対し、情報の提供その他必要な支援を

行うものとする。 

２ 市長は、協議会が素案を作成するために必要があると認めたとき又は協議会から要請が

あったときは、協議会に対し、まちづくりに関する専門的な知識を有する者を派遣するこ

とができる。 

（地区計画等及び建築協定の活用） 

第１６条 協議会は、地区まちづくり計画に定める内容を実現するため、地区計画等及び建

築協定に関する法制度の活用に努めるものとする。 

第４章 地区計画等の案の作成手続 

（地区計画等の案の作成手続） 

第１７条 この章の規定は、都市計画法第１６条第２項及び第３項の規定により、都市計画

に定める地区計画等の案の内容となるべき事項（以下「地区計画等の原案」という。）の
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作成手続に関し必要な事項を定めるものとする。 

（地区計画等の原案の申出） 

第１８条 地区住民は、都市計画法第１６条第３項の規定による申出を行う場合においては、

規則で定めるところにより、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記載した書

類を市長に提出しなければならない。 

（地区計画等の原案の提示方法） 

第１９条 市長は、地区計画等の原案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次

に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して２週間

公衆の縦覧に供しなければならない。 

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域 

(2) 地区計画等の原案の縦覧場所 

（説明会の開催等） 

第２０条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催等

必要な措置を講ずるものとする。 

（地区計画等の原案に対する意見の提出方法） 

第２１条 都市計画法第１６条第２項に規定する者は、第１９条の規定により縦覧に供され

た地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日

の翌日から起算して１週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。 

第５章 建築協定 

（建築協定） 

第２２条 この章の規定は、建築基準法第６９条に規定する建築協定に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（協定事項） 

第２３条 本市の区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は

賃借権を有する者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅

地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、

かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、

形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定を締結することができる。 

（他の法令との関係） 

第２４条 前条の規定による建築協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並

びに建築に関する条例の規定に適合するものでなければならない。 
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第６章 開発事業の協議 

（適用範囲） 

第２５条 この章の規定は、次に掲げる開発事業について適用する。ただし、自己の居住の

用に供する目的で行う開発事業及び国、地方公共団体等が公共目的で行う開発事業につい

ては、適用しない。 

(1) 開発行為で、事業施行面積が５００平方メートル以上のもの 

(2) 建築物又は特殊建築物の建築で、次のいずれかに該当するもの 

ア 住戸の数が１０以上の共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿 

イ 高さ（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）第

２条第１項第６号に規定する建築物の高さをいう。）が１０メートルを超えるもの 

ウ 延べ床面積（政令第２条第１項第４号に規定する床面積の合計をいう。）が３００

平方メートル以上のもの（農業、林業又は漁業の用に供するものを除く。） 

(3) 現状の土地利用を変更する行為であって、規則で定めるもの 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの 

２ 同一の事業者が、開発事業の完了後１年以内に開発事業の区域に隣接して、更に開発事

業を行おうとするときは、これを一の開発事業とみなし、前項の規定を適用する。 

（開発事業指導基準） 

第２６条 市長は、事業者が開発事業を行うに当たっては、良好な居住環境の確保並びに公

共施設及び公益施設の整備を図るため、開発事業の指導に関する基準を開発事業指導基準

として定めるものとする。 

（環境配慮指針） 

第２７条 市長は、事業者が開発事業を行うに当たっては、生活環境及び自然環境の保全及

び活用を図るため、配慮すべき事項その他必要な事項を環境配慮指針として定めるものと

する。 

（開発事業の届出） 

第２８条 事業者は、開発事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長に

届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出は、法令に基づく許可等の申請を行う前に行うものとする。ただ

し、法令に別の定めがある場合は、この限りでない。 

（標識板の設置） 

第２９条 事業者は、前条第１項の規定による届出をした日から起算して７日以内に、規則
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で定めるところにより、標識板を設置しなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により標識板を設置したときは、規則で定めるところにより、市

長に届け出なければならない。 

３ 事業者は、開発事業に着手するときまで、標識板を設置しておかなければならない。 

（近隣住民等への説明等） 

第３０条 事業者は、前条第１項の標識板を設置した日から起算して７日を経過した日以後、

近隣住民等に対し規則で定める事項を説明しなければならない。 

２ 事業者は、開発事業の計画について近隣住民等と誠実な協議を行い、合意するよう努め

なければならない。 

３ 事業者は、第１項の規定による説明を行ったときは、規則で定めるところにより、市長

に報告しなければならない。 

（環境配慮書の提出） 

第３１条 事業者は、開発事業を行うに当たり、第２７条の環境配慮指針に基づき、規則で

定めるところにより、環境配慮書を市長に提出しなければならない。ただし、環境影響評

価に関する法令に別の定めがある場合は、この限りでない。 

（開発事業事前協議書の提出） 

第３２条 事業者は、第３０条第１項の規定による説明を行った後、規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した開発事業事前協議書を市長に提出しなければならない。 

(1) 事業者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の

氏名） 

(2) 開発事業の位置、区域及び面積 

(3) 開発事業区域内において予定される建築物等の概要 

(4) 開発事業の計画 

(5) その他規則で定める事項 

（開発事業の縦覧） 

第３３条 市長は、前条の開発事業事前協議書を受領したときは、あらかじめ、規則で定め

るところにより、その旨を公告し、開発事業事前協議書のうち規則で定める図書を、当該

公告の日から起算して２週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

（意見書の提出等） 

第３４条 前条の規定による公告があったときは、近隣住民等は、前条の縦覧の期間満了の

日までに、縦覧に供された開発事業について、市長に対し意見書を提出することができる。 
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２ 市長は、前項の意見書が提出されたときは、前条の縦覧の期間満了後速やかに、当該意

見書に対する回答書を当該近隣住民等に送付するものとする。 

３ 市長は、第１項の意見書の内容が事業者に対するものであるときは、当該意見書に対す

る回答を事業者に対し求めることができる。 

４ 事業者は、前項の回答をするときは、第１項の意見書の内容を配慮するよう努めなけれ

ばならない。 

５ 市長は、第２項の規定により回答書を送付したときは、あらかじめ、規則で定めるとこ

ろにより、その旨を公告し、第１項の意見書及び第２項の回答書の写しを、当該公告の日

から起算して２週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

（事前協議等） 

第３５条 市長は、開発事業に関する適切な指導又は助言を行うに当たっては、規則で定め

るところにより、市の指導又は助言事項を記載した開発事業指導書を事業者に交付しなけ

ればならない。 

２ 事業者は、前項の開発事業指導書を受領したときは、市長と開発事業に関する協議を行

わなければならない。 

３ 前項の協議は、第７条各号の施策等に基づき行うものとする。 

（協議書の締結） 

第３６条 事業者は、前条第２項の協議が調ったときは、合意した事項について、市長と協

議書を締結するものとする。 

（協議書の効力の失効） 

第３７条 前条の規定により協議書を締結した日から起算して、１年以内に開発事業が着手

されない場合は、効力を失うものとし、改めて第２８条から前条までの規定による手続を

行わなければならない。 

（事業着手の制限） 

第３８条 事業者は、協議書を締結した後でなければ、開発事業に着手してはならない。 

（着手届） 

第３９条 事業者は、開発事業に着手しようとするときは、着手の日の７日前までに、規則

で定めるところにより、着手届を市長に提出しなければならない。 

（完了届） 

第４０条 事業者は、開発事業が完了したときは、完了の日から起算して７日以内に、規則

で定めるところにより、完了届を市長に提出しなければならない。 
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（完了検査） 

第４１条 市長は、前条の完了届を受理した場合において必要があると認めるときは、規則

で定めるところにより、第３６条の規定により合意した協議事項について、検査を行うこ

とができる。 

（開発事業の変更） 

第４２条 第２８条から前条までの規定は、第３６条の規定により協議書を締結した開発事

業の変更について準用する。 

２ 前項の変更は、同項の規定にかかわらず、規則で定める事項に係る開発事業の変更であ

る場合にあっては、事業計画変更届出書の提出により行うことができる。 

３ 事業者は、前項の規定により事業計画変更届出書を提出したときは、協議書を変更する

とともに適切な方法により近隣住民等にその内容を周知しなければならない。 

（開発事業の廃止） 

第４３条 事業者は、第２８条第１項の規定による届出をした後、開発事業が完了するまで

の間に、開発事業を廃止するときは、規則で定めるところにより、開発事業廃止届出書を

市長に提出しなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により開発事業廃止届出書を提出したときは、第２９条第１項の

標識板の設置後であれば、速やかに当該標識板を撤去するとともに適切な方法により近隣

住民等にその旨を周知しなければならない。 

（報告及び調査） 

第４４条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、第３６条の規定により合意

した協議事項について報告を求め、又はその職員に、開発事業の区域に立ち入り、調査さ

せることができる。 

２ 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求

があったときは、これを提示しなければならない。 

第７章 白井市まちづくり審議会 

（白井市まちづくり審議会） 

第４５条 この条例に基づくまちづくりに関する事項の適正かつ円滑な運営を図るため、白

井市まちづくり審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。 

(1) 第１１条第１項の地区まちづくり計画の素案 

(2) 第１２条第１項の地区まちづくり計画 
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(3) 第４７条の規定による勧告 

(4) その他市長が必要と認めるもの 

３ 審議会は、委員１０人以内をもって組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 ３人以内 

(2) 市民 ３人以内 

(3) 市内団体の代表者 ３人以内 

(4) 市職員 １人 

５ 委員の任期は、３年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。ただし、再任を妨げない。 

６ 審議会は、この条例に基づくまちづくりに関する事項に関し必要があると認めるときは、

市長に意見を述べることができる。 

７ 審議会の会議は、原則として公開するものとする。 

８ 審議会の会議を非公開とする決定の手続は、審議会の長が当該審議会に諮って行うもの

とし、出席委員の過半数により決定する。ただし、可否同数の場合は、審議会の長がこれ

を決定する。 

９ 審議会は、会議を非公開と決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。 

１０ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（一部改正〔令和４年条例１号〕） 

第８章 雑則 

（地位の承継） 

第４６条 第３６条の規定により協議書を締結した事業者について相続、合併又は分割（当

該事業を承継させるものに限る。）があったときは、相続人（相続人が２人以上ある場合

において、その全員により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合

併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した

法人は、当該協議書を締結した事業者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により事業者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

（勧告） 

第４７条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、審議会の意見を聴いた
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上で、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

(1) 第１４条の２第１項の規定による届出を行わないとき。 

(2) 第１４条の２第４項の規定による要請を受け入れないとき。 

(3) 第３６条の規定により締結した協議書の内容に違反して、開発事業を行ったとき。 

(4) 第３８条の規定に違反して、開発事業に着手したとき。 

(5) 第４２条第３項の規定に違反して、開発事業に着手したとき。 

(6) 第４４条第１項の規定による報告及び立入調査を拒んだとき。 

（一部改正〔平成２９年条例１０号〕） 

（公表） 

第４８条 市長は、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその

勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめその事業者に意見を

述べる機会を与えなければならない。 

（委任） 

第４９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 

（白井市地区計画等の案の作成手続に関する条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例（以下「旧条例」という。）は、廃止する。 

(1) 白井市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成３年条例第２５号） 

(2) 白井市建築協定条例（平成１４年条例第３号） 

（旧条例の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当

規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

（開発事業の協議に関する経過措置） 

４ この条例の施行の際現に白井市宅地開発指導要綱（平成５年告示第１３号。以下「要綱」

という。）第４条第４項の規定により協議書を締結している開発事業であって、当該協議

書を締結した日から起算して１年以内に着手するものについては、第６章の規定は、適用

しない。 

５ この条例の施行の際現に要綱第４条第１項の規定により宅地開発事前協議書が提出され、
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継続して協議されている開発事業であって、当該宅地開発事前協議書が提出された日から

起算して３月以内に協議書が締結されるものについては、第６章の規定は、適用しない。 

（白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

６ 白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３２年条

例第５号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２９年条例第１０号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年条例第１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に委嘱又は任命され

る委員の任期について適用し、この条例の施行の際現に委員の職にある者の任期について

は、なお従前の例による。 
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白井市まちづくり条例施行規則（抜粋） 

平成１６年９月１３日 

規則第２１号 

〔注〕平成１９年９月から改正経過を注記した。 

改正 平成１７年３月１日規則第４号 

平成１７年３月２５日規則第２２号 

平成１９年９月２８日規則第３４号 

平成２０年６月３０日規則第２８号 

平成２８年３月３日規則第８号 

平成２９年３月３１日規則第１６号 

平成３０年３月２７日規則第１０号 

平成３０年５月２日規則第１９号 

令和３年３月３１日規則第８号 

令和４年３月３１日規則第１５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、白井市まちづくり条例（平成１６年条例第１号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（近隣住民等の範囲） 

第２条 条例第２条第８号の規則で定める範囲は、別表第１に定めるものとする。 

（一部改正〔令和４年規則１５号〕） 

（地区まちづくり協議会の認定） 

第３条 条例第９条第２項の認定の申請は、地区まちづくり協議会認定申請書（別記第

１号様式）に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 

(1) 構成員名簿 

(2) 地区の区域を示す図面 

(3) 会則 

(4) 地区内の土地所有者等の過半数が地区まちづくり協議会の設立について同意し

ている旨を証する書面 

２ 条例第９条第２項の認定の通知は、地区まちづくり協議会認定通知書（別記第２号

様式）により行うものとする。 

３ 条例第９条第３項の規定による協議会の変更は、地区まちづくり協議会変更届出書
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（別記第２号様式の２）により行うものとする。 

（一部改正〔平成２９年規則１６号〕） 

（地区まちづくり計画の素案の提出） 

第４条 条例第１０条第１項の規定による地区まちづくり計画の素案の提出は、地区ま

ちづくり計画素案提案書（別記第３号様式）に、次に掲げる書類を添付して行うもの

とする。 

(1) 地区まちづくり計画の地区の区域を示す図面 

(2) 提案申請を行う時点における地区まちづくり計画に係る地区の土地所有者等一

覧表（別記第３号様式の２） 

(3) 地区内の土地所有者等の３分の２以上の者が地区まちづくり計画の素案につい

て同意している旨を証する書面 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

（一部改正〔平成２９年規則１６号〕） 

（地区まちづくり計画の素案に対する措置の決定） 

第５条 条例第１１条第１項の規定による通知は、地区まちづくり計画素案措置決定通

知書（別記第４号様式）により行うものとする。 

（地区まちづくり計画が策定された地区の開発事業の届出） 

第５条の２ 条例第１４条の２第１項の規定による開発事業の届出は、地区まちづくり

計画等が策定された地区の開発事業の届出書（別記第４号様式の２）に、次に掲げる

書類を添付して行わなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 地区まちづくり計画に適合していることを確認できる図面 

(3) 条例第１４条の２第２項の規定による協議に係る協議結果報告書（別記第４号

様式の３） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の届出は、当該開発事業に係る法令（条例及び規則を含む。）に基づく確認、

認定、許可等の申請をしようとする日又は開発事業に着手しようとする日のどちらか

早い日の３０日前までに行わなければならない。 

（追加〔平成２９年規則１６号〕） 

（まちづくり専門家の派遣等） 

第６条 地区まちづくり協議会は、条例第１５条第２項の規定による派遣（以下「派遣」

15



 

という。）を受けようとするときは、派遣を希望する日の３週間前までにまちづくり

専門家派遣申請書（別記第５号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、まちづくり専門家派遣決定通知書（別

記第６号様式）により、地区まちづくり協議会に通知するものとする。 

３ 地区まちづくり協議会は、派遣を受けたときは、まちづくり専門家実績報告書（別

記第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

（地区計画等の原案の申出） 

第７条 条例第１８条の書類は、地区計画等原案申出書（別記第８号様式）によるもの

とし、地区計画等の原案の申出を行う区域を示す図面を添付するものとする。 

（一部改正〔令和４年規則１５号〕） 

（開発事業の適用範囲） 

第８条 条例第２５条第１項第３号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。 

(1) 千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例（平成１４年千葉県条例第３号）

第１２条第１項に規定する小規模産業廃棄物処理施設を設置する行為 

(2) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２

３年法律第１０８号）第２条第３項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち

出力５０キロワット以上の太陽光発電施設を設置する行為 

（全部改正〔平成３０年規則１９号〕、一部改正〔令和４年規則１５号〕） 

（開発事業の届出） 

第９条 条例第２８条第１項の規定による届出は、開発事業届出書（別記第９号様式）

に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。 

(1) 位置図 

(2) 土地利用計画図 

（標識板の設置） 

第１０条 条例第２９条第１項の標識板は、開発事業標識板（別記第１０号様式）とし、

開発事業区域内において近隣住民等から見やすい場所に設置するものとする。 

２ 条例第２９条第２項の規定による届出は、標識板設置届出書（別記第１１号様式）

に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。 

(1) 開発事業標識板を設置した場所を明示した位置図 

(2) 開発事業標識板を設置したときに撮影した写真 

(3) 第２条の範囲を明示した書類 
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（一部改正〔令和４年規則１５号〕） 

（説明事項） 

第１１条 条例第３０条第１項の規則で定める事項は、別表第２に定めるものとする。 

２ 条例第３０条第３項の規定による報告は、報告書（別記第１２号様式）により行う

ものとする。 

（環境配慮書） 

第１２条 条例第３１条の環境配慮書は、別記第１３号様式によるものとする。 

（開発事業事前協議書） 

第１３条 条例第３２条の開発事業事前協議書は、別記第１４号様式によるものとし、

別表第３に定める図書を１０部、添付するものとする。 

（開発事業の公告事項） 

第１４条 条例第３３条の規定による公告は、次に掲げる事項について、白井市役所前

掲示場に掲示して行うものとする。 

(1) 事業者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代

表者の氏名） 

(2) 開発事業の名称及び目的 

(3) 開発事業の場所及び面積 

(4) 縦覧場所及び期間 

（縦覧図書） 

第１５条 条例第３３条の規則で定める図書は、別表第４に定めるものとする。 

２ 条例第３３条の縦覧は、都市建設部都市計画課において行うものとする。 

（一部改正〔平成３０年規則１０号〕） 

（意見書） 

第１６条 条例第３４条第１項の意見書は、別記第１５号様式によるものとする。 

（回答書） 

第１７条 条例第３４条第２項の回答書は、別記第１６号様式によるものとする。 

（回答書の公告事項等） 

第１８条 第１４条及び第１５条第２項の規定は、条例第３４条第５項の規定による公

告及び縦覧について準用する。 

（開発事業指導書） 

第１９条 条例第３５条第１項の開発事業指導書は、別記第１７号様式によるものとす

17



 

る。 

（着手届） 

第２０条 条例第３９条の着手届は、別記第１８号様式によるものとし、次に掲げる図

書を添付するものとする。 

(1) 位置図 

(2) 工程表 

（完了届） 

第２１条 条例第４０条の完了届は、別記第１９号様式によるものとし、次に掲げる図

書を添付するものとする。 

(1) 竣工図 

(2) 公共施設及び公益施設の完成施工図 

(3) 公共施設及び公益施設の構造図 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

（完了検査） 

第２２条 市長は、条例第４１条の検査（以下「完了検査」という。）を行った場合で

あって、協議事項に適合していると認めたときは、検査結果通知書（別記第２０号様

式）を事業者に交付するものとする。 

２ 市長は、完了検査を行うときは、あらかじめ事業者にその旨を通知するものとする。 

（開発事業の変更） 

第２３条 条例第４２条第２項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 事業者の変更（条例第３６条の規定により締結した協議書に基づき、変更後の

事業者が同一の開発事業を行う場合に限る。） 

(2) 開発事業区域の面積の変更のうち、１割未満の面積の減少を伴う変更 

(3) その他市長が必要と認める事項 

２ 条例第４２条第２項の事業計画変更届出書は、別記第２１号様式によるものとし、

開発事業を変更したことを証する書類を添付するものとする。 

（開発事業の廃止） 

第２４条 条例第４３条第１項の開発事業廃止届出書は、別記第２２号様式によるもの

とする。 

（身分の証明） 

第２５条 条例第４４条第２項の身分を示す証票は、立入調査員証（別記第２３号様式）
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とする。 

（地位の承継） 

第２６条 条例第４６条第２項の規定による承継は、開発事業承継届出書（別記第２４

号様式）に、事業者の地位を承継している旨を証する書類を添付して行うものとする。 

（勧告） 

第２７条 条例第４７条の規定による勧告は、勧告書（別記第２５号様式）により行う

ものとする。 

（公表） 

第２８条 条例第４８条第１項の規定による公表（以下「公表」という。）は、あらか

じめ公表通知書（別記第２６号様式）を事業者に送付してからでなければ、行っては

ならない。 

２ 条例第４８条第２項の意見は、前項の公表通知書が到達した日から起算して２週間

以内に、意見を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。 

３ 公表は、次に掲げる事項を、白井市役所前掲示場への掲示、市のホームページへの

掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。 

(1) 開発事業の名称 

(2) 開発事業の場所 

(3) 事業者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代

表者の氏名） 

(4) 違反の事実 

附 則 

この規則は、平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第４号） 

この規則は、平成１７年３月７日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第２２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この

規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成１９年規則第３４号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、この規則による改正前の白井市まちづくり条例施行規則の規

定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をし

て使用することができる。 

附 則（平成２０年規則第２８号） 

この規則は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年規則第１６号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年規則第１０号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年規則第１９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この

規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和４年規則第１５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の白井市まちづくり条例施行規則の規定は、この規則の施行

の日以後に白井市まちづくり条例（平成１６年条例第１号）第２８条の規定による届

出を行う開発事業について適用し、同日前に届出を行った開発事業については、なお

従前の例による。 
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別表第１（第２条関係） 

（一部改正〔平成２０年規則２８号・令和４年１５号〕） 

開発事業の区分 近隣住民等の範囲 

条例第２５条第１

項第１号に規定す

る開発事業 

事業施行面積が３，００

０平方メートル未満の

場合 

(1) 開発事業区域の境界から水平距離２０メー

トル 

(2) 建築物により冬至日の午前９時から１時間

ごとに午後３時までの各時刻に平均地盤面に

日影を生じさせる範囲（当該建築物の高さが

１０メートルを超える場合に限る。） 

 (3) 建築物によりテレビジョン放送の電波の受

信障害の影響を受けるおそれのある敷地（当

該建築物の高さが、第一種中高層住居専用地

域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域及び準住居地域にあっ

ては１０メートル、それ以外の地域にあって

は１５メートルを超える場合に限る。） 

 (4) 建築物の敷地境界から当該建築物の高さの

２倍の水平距離 

事業施行面積が３，００

０平方メートル以上の

場合 

(1) 開発事業区域の境界から水平距離５０メー

トル 

(2) 建築物により冬至日の午前９時から１時間

ごとに午後３時までの各時刻に平均地盤面に

日影を生じさせる範囲（当該建築物の高さが

１０メートルを超える場合に限る。） 

 (3) 建築物によりテレビジョン放送の電波の受

信障害の影響を受けるおそれのある敷地（当

該建築物の高さが、第一種中高層住居専用地

域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域及び準住居地域にあっ

ては１０メートル、それ以外の地域にあって

は１５メートルを超える場合に限る。） 
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 (4) 建築物の敷地境界から当該建築物の高さの

２倍の水平距離 

条例第２５条第１

項第２号に規定す

る開発事業 

延べ床面積が３，０００

平方メートル未満の場

合 

(1) 開発事業区域の境界から水平距離２０メー

トル 

(2) 建築物により冬至日の午前９時から１時間

ごとに午後３時までの各時刻に平均地盤面に

日影を生じさせる範囲（当該建築物の高さが

１０メートルを超える場合に限る。） 

 (3) 建築物によりテレビジョン放送の電波の受

信障害の影響を受けるおそれのある敷地（当

該建築物の高さが、第一種中高層住居専用地

域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域及び準住居地域にあっ

ては１０メートル、それ以外の地域にあって

は１５メートルを超える場合に限る。） 

 (4) 建築物の敷地境界から当該建築物の高さの

２倍の水平距離 

延べ床面積が３，０００

平方メートル以上の場

合 

(1) 開発事業区域の境界から水平距離５０メー

トル 

(2) 建築物により冬至日の午前９時から１時間

ごとに午後３時までの各時刻に平均地盤面に

日影を生じさせる範囲（当該建築物の高さが

１０メートルを超える場合に限る。） 

 (3) 建築物によりテレビジョン放送の電波の受

信障害の影響を受けるおそれのある敷地（当

該建築物の高さが、第一種中高層住居専用地

域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域及び準住居地域にあっ

ては１０メートル、それ以外の地域にあって

は１５メートルを超える場合に限る。） 

 (4) 建築物の敷地境界から当該建築物の高さの
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２倍の水平距離 

条例第２５条第１

項第３号に規定す

る開発事業 

事業施行面積が３，００

０平方メートル未満の

場合 

(1) 開発事業区域の境界から水平距離２０メー

トル 

(2) 建築物により冬至日の午前９時から１時間

ごとに午後３時までの各時刻に平均地盤面に

日影を生じさせる範囲（当該建築物の高さが

１０メートルを超える場合に限る。） 

 (3) 建築物によりテレビジョン放送の電波の受

信障害の影響を受けるおそれのある敷地（当

該建築物の高さが、第一種中高層住居専用地

域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域及び準住居地域にあっ

ては１０メートル、それ以外の地域にあって

は１５メートルを超える場合に限る。） 

 (4) 建築物の敷地境界から当該建築物の高さの

２倍の水平距離 

事業施行面積が３，００

０平方メートル以上の

場合 

(1) 開発事業区域の境界から水平距離５０メー

トル 

(2) 建築物により冬至日の午前９時から１時間

ごとに午後３時までの各時刻に平均地盤面に

日影を生じさせる範囲（当該建築物の高さが

１０メートルを超える場合に限る。） 

 (3) 建築物によりテレビジョン放送の電波の受

信障害の影響を受けるおそれのある敷地（当

該建築物の高さが、第一種中高層住居専用地

域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域及び準住居地域にあっ

ては１０メートル、それ以外の地域にあって

は１５メートルを超える場合に限る。） 

 (4) 建築物の敷地境界から当該建築物の高さの

２倍の水平距離 
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別表第２（第１１条第１項関係） 

（一部改正〔令和４年規則１５号〕） 

開発事業の区分 説明事項 

条例第２５条第１項第１

号に規定する開発事業 

１ 位置 

２ 区域 

３ 事業内容 

(1) 事業施行面積 

(2) 建物用途 

(3) 建築物の規模 

(4) 建築物の配置 

(5) 建築物の戸数又は区画数 

(6) 切土盛土に関すること。 

(7) 道路に関すること。 

(8) 上水道及び下水道（雨水を含む。）に関すること。 

(9) 日影に関すること。 

(10) テレビジョン放送の電波の受信障害に関すること。 

(11) 環境配慮に関すること。 

４ 工事車両経路 

５ 工事期間 

６ 事業者 

７ 工事施行者 

８ 事業者及び工事施行者の連絡先 

条例第２５条第１項第２

号に規定する開発事業 

１ 位置 

２ 区域 

３ 事業内容 

(1) 事業施行面積 

(2) 建物用途 

(3) 建築物の規模 

(4) 建築物の配置 

(5) 建築物の戸数 

(6) 上水道及び下水道（雨水を含む。）に関すること。 
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(7) 日影に関すること。 

(8) テレビジョン放送の電波の受信障害に関すること。 

(9) 環境配慮に関すること。 

４ 工事車両経路 

５ 工事期間 

６ 事業者 

７ 工事施行者 

８ 事業者及び工事施行者の連絡先 

条例第２５条第１項第３

号に規定する開発事業 

１ 位置 

２ 区域 

３ 事業概要 

(1) 事業施行面積 

(2) 事業内容 

(3) 工作物に関すること。 

(4) 上水道及び下水道（雨水を含む。）に関すること。 

(5) 切土盛土に関すること。 

(6) テレビジョン放送の電波の受信障害に関すること。 

(7) 環境配慮に関すること。 

４ 工事車両経路 

５ 工事期間 

６ 事業者 

７ 工事施行者 

８ 事業者及び工事施行者の連絡先 

別表第３（第１３条関係） 

（一部改正〔令和４年規則１５号〕） 

種類等 

環境配慮書 

報告書 

委任状 

土地の登記事項証明書の写し（開発事業区域内の全部） 

公図の写し（開発事業区域に隣接する土地の所有権を有する者を明示） 
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位置図（開発事業区域を赤枠により明示） 

区域図（開発事業区域を赤枠により明示） 

現況図（開発事業区域を赤枠により明示） 

境界確定図の写し（境界確定区域を赤枠により明示） 

求積図 

土地利用計画図 

公園及び緑地計画平面図 

造成計画平面図及び断面図 

道路計画平面図及び断面図 

給水計画平面図 

排水計画平面図及び断面図 

雨水流量計算書 

貯水槽、給水施設、排水施設及び道路等構造図 

擁壁の断面図 

消防水利平面図 

工事車両通行経路図 

その他市長が必要と認めるもの 

備考 建築行為を伴う場合にあっては、次に掲げる図面を添付するものとする。 

１ 配置図 

２ 建物立面図（２面以上） 

３ 各階平面図 

４ 建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１条の３第１項の日影

図 

別表第４（第１５条関係） 

（一部改正〔令和４年規則１５号〕） 

図書 

開発事業事前協議書 

環境配慮書 

報告書 

委任状 

位置図 
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区域図 

現況図 

求積図 

土地利用計画図 

公園及び緑地計画平面図 

造成計画平面図及び断面図 

道路計画平面図及び断面図 

給水計画平面図 

排水計画平面図及び断面図 

雨水流量計算書 

貯水槽、給水施設、排水施設及び道路等構造図 

擁壁の断面図 

消防水利平面図 

工事車両通行経路図 

その他市長が必要と認めるもの 

備考 建築行為を伴う場合にあっては、次に掲げる図面を添付するものとする。 

１ 配置図 

２ 建物立面図 

３ 各階平面図 

４ 建築基準法施行規則第１条の３第１項の日影図 
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白井市地区まちづくり計画に関する取扱い要領 

 
１ 趣旨 
  この要領は、白井市まちづくり条例（平成１６年条例第１号。以下「条例」

という。）第８条により規定されている地区まちづくり計画に関する事項及び

第１０条により規定されている地区まちづくり計画の素案の提出（以下「素

案」という。）を行う際の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。 

 
２ 提案基準 
（１）まちづくりの施策等との整合性 

① 素案の内容が条例第７条に規定するまちづくりの施策等と整合するこ

と。 
② 法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合すること。 

（２）区域の条件 
① 対象となる土地の区域が道路、鉄道、河川などにより明確に区画され、

かつ、その面積がおおむね０．５ｈａ以上であること。 
② 一体として整備、開発及び保全すべき土地の区域としてふさわしい一

団の区域であること。 

 
３ 提出書類 
  協議会は、条例施行規則第４条に規定した提案書に区域を示す図面を添付

するほか、次の書類を提出するものとする。 
（１）土地所有者等の同意を得たことを証する書類 
（２）土地所有者等への説明の経緯、合意形成状況がわかる書類 
（３）土地所有者等の同意できない理由がわかる書類 

 
４ 素案に対する市の判断 
  市長は、条例第１１条第２項に規定する素案を踏まえた地区まちづくり計

画の案の作成において、必要があると認めるときは、白井市まちづくり審議

会において評価検討するものとする。 

 
５ 補足 
  この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 
附 則 
この要領は、平成１９年８月１０日から施行する。 
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白井市まちづくり審議会規則 

平成１６年９月１３日 

規則第２２号 

改正 平成３０年３月２７日規則第１０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、白井市まちづくり条例（平成１６年条例第１号）第４５条第１０項の

規定により、白井市まちづくり審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第３条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（資料の提出、意見の聴取等） 

第４条 審議会は、必要があると認めるときは、市長に資料の提出を求め、又は関係者に対

し出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。 

（一部改正〔平成３０年規則１０号〕） 

附 則 

この規則は、平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３０年規則第１０号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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白井市都市計画法に基づく市街化調整区域内の 

立地基準に関する条例 

平成２５年１２月２４日 

条例第３２号 

改正 平成２８年７月４日条例第２２号 

令和３年１２月２０日条例第２７号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第３

４条第１１号及び第１２号並びに都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政

令」という。）第３６条第１項第３号ハの規定により、市街化調整区域における開発行為

及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 既存集落 市街化調整区域において、次のいずれかに該当する地域をいう。 

ア 半径１５０メートルの範囲内に４０以上の建築物（２０以上の建築物が市街化調整

区域内に存している場合において、市街化区域内に存するものを含む。イにおいて同

じ。）が連たんしている地域 

イ 敷地間の距離が５５メートル以内で４０以上の建築物が連たんしている地域であっ

て、当該建築物の敷地からの距離が５５メートルの範囲内であるもの 

(2) 線引き 法第７条第１項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都

市計画の決定又は変更により市街化調整区域として新たに区分されたことをいう。 

(3) 線引きの日前土地所有者 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 線引きの日前から当該線引きにより市街化調整区域となった土地を所有する者 

イ 線引きの日前から当該線引きにより市街化調整区域となった土地を所有していた者

から当該線引きの日以後に相続により当該土地を所有する者 

(4) 親族 線引きの日前土地所有者の親族（民法（明治２９年法律第８９号）第７２５条

に規定する親族をいう。）のうち、自己の居住の用に供する住宅を所有していない者で

当該線引きの日前土地所有者と２年以上の同居の事実があるものをいう。 

(5) 専用住宅 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（い）項第１号に掲げ
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る住宅であって、長屋以外のものをいう。 

(6) 地区まちづくり計画 白井市まちづくり条例（平成１６年条例第１号）第１３条第２

項（同条例第１４条において準用する場合を含む。）の規定により効力が生じた地区ま

ちづくり計画をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例における用語の意義は、法及び政令の例による。 

（法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域） 

第３条 法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当す

る土地の区域とする。 

(1) 開発区域の面積が５ヘクタール未満の土地の区域であって、当該開発区域の全部が市

街化区域（工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができない地域を除く。）から

１．１キロメートルの範囲内に存するもの 

(2) 既存集落内の土地の区域 

(3) 次に掲げる区域を含まない土地の区域 

ア 政令第２９条の９第１号から第６号までに掲げる区域 

イ 政令第２９条の９第７号に掲げる区域として規則で定める区域 

(4) 法第１８条の２第１項の規定により市の都市計画に関する基本的な方針として定めた

白井市都市マスタープランにおいて低密度住宅地区に定められた土地の区域 

(5) 地区まちづくり計画を定めた区域 

（一部改正〔平成２８年条例２２号・令和３年２７号〕） 

（法第３４条第１１号の条例で定める予定建築物等の用途） 

第４条 法第３４条第１１号の開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があ

ると認められる用途として条例で定める予定建築物等の用途は、専用住宅以外の用途とす

る。 

（法第３４条第１２号の条例で定める開発行為） 

第５条 法第３４条第１２号の条例で定める開発行為は、次の各号のいずれかに該当する開

発行為とする。 

(1) 市街化調整区域において、線引きの日前土地所有者で当該線引きの日前土地所有者が

所有する土地又はその周辺に居住している者（農業を営まない者にあっては、線引きの

日前から引き続き当該土地又はその周辺に居住している者に限る。）及びその親族が市

街化区域内に建築物の建築が可能な土地を所有していない場合に、当該親族が婚姻等に

より当該線引きの日前土地所有者が所有する土地において新たに自己の居住の用に供す
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るための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、開発区域の面積が５００

平方メートル以下のもの 

(2) 既存集落内において、線引きの日前土地所有者が自己の居住の用に供する住宅を所有

していない場合に、当該線引きの日前土地所有者が所有する土地において自己の居住の

用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、開発区域の面積

が５００平方メートル以下のもの 

(3) 市街化調整区域において、線引きの日前から存する専用住宅又は建築基準法第６条第

１項若しくは第６条の２第１項の規定により建築の確認を受けて建築された専用住宅の

増築又は改築（当該専用住宅の敷地及び用途を変更しないものに限る。）を目的とする

開発行為 

(4) 市街化調整区域において、線引きの日前に建築物の建築を目的として造成され、かつ、

給水施設、排水施設等が整備されていると認められる土地に、自己の居住の用に供する

ための専用住宅の建築を目的として行う開発行為 

（政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物） 

第６条 政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物は、前条各号に規定する開発行

為に係る予定建築物等の要件に該当する建築物とする。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後にされた法第２９条第１項、第３

５条の２第１項又は第４３条第１項の許可の申請（次項に掲げる場合を除く。）のうち、

施行日前に当該申請に係る法第３２条（法第３５条の２の規定により準用する場合を含

む。）の規定による協議（書類でされたものに限る。）又は白井市まちづくり条例第３２

条の開発事業事前協議書の提出があったものに係る第３条及び第４条の規定の適用につい

ては、第３条中「次の各号」とあるのは「第１号から第３号」と、第４条中「専用住宅以

外の用途」とあるのは「建築基準法別表第二（ろ）項に掲げる第二種低層住居専用地域内

に建築することができる建築物の用途以外の用途」とする。ただし、施行日から起算して

１年を経過した日以後にされた当該許可の申請については、この限りではない。 
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３ 施行日前に法第２９条第１項の許可の申請をした者又は前項の規定の適用を受けて法第

２９条第１項の許可を受けた者が、当該許可に係る開発行為について、施行日以後に法第

３５条の２の許可（設計の変更その他の規則で定める変更に係るものに限る。）を申請し

た場合における第３条及び第４条の規定の適用については、前項本文の規定を準用する。 

４ 施行日前から土地を所有している者（施行日以後に相続その他の一般承継により当該土

地を取得することとなった者を含む。）で、当該土地に自己の居住又は業務の用に供する

建築基準法別表第二（ろ）項に掲げる建築物を建築しようとするものが、当該建築に関し

施行日から平成３１年３月３１日までに法第２９条第１項、第３５条の２第１項、第４２

条第１項ただし書き又は第４３条第１項の許可の申請をした場合における第３条及び第４

条の規定の適用については、当該土地が第３条第１号から第３号までに掲げる区域に存在

する場合に限り、附則第２項本文の規定を準用する。 

附 則（平成２８年条例第２２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年条例第２７号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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白井市都市計画法に基づく市街化調整区域内の 

立地基準に関する条例施行規則 

平成２６年３月２５日 

規則第４号 

改正 令和４年１月７日規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、白井市都市計画法に基づく市街化調整区域内の立地基準に関する条

例（平成２５年条例第３２号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（条例第３条第３号イの規則で定める区域） 

第２条 条例第３条第３号イの規則で定める区域は、別表のとおりとする。 

（一部改正〔令和４年規則１号〕） 

（補則） 

第３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

（条例附則第３項の規則で定める変更） 

２ 条例附則第３項の規則で定める変更は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

３０条第１項第１号及び第２号並びに都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９

号）第１５条第３号に規定する事項の変更（同法第３０条第１項第１号に規定する事項

の変更にあっては、同号に規定する規模を拡大すると認められるものに限る。）以外の

変更とする。 

附 則（令和４年規則第１号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

（一部改正〔令和４年規則１号〕） 

法令等 土地の区域 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和

４４年法律第５８号） 

第８条第１項の規定により定められた白井市農業振

興地域整備計画において定められた同条第２項第１

号に規定する農用地区域 
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首都圏近郊緑地保全法（昭和４１年法律

第１０１号） 

第３条第１項の規定により指定された近郊緑地保全

区域 

都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第１２条第１項の規定により定められた特別緑地保

全地区及び第５５条第１項の規定により市民緑地契

約が締結された土地の区域 

文化財保護法（昭和２５年法律第２１４

号） 

第１０９条第１項の規定により指定された史跡名勝

天然記念物を保存するために市長が必要と認める区

域 

千葉県文化財保護条例（昭和３０年千葉

県条例第８条） 

第３４条第１項の規定により指定された指定史跡名

勝天然記念物を保存するために市長が必要と認める

区域 

白井市文化財保護に関する条例（昭和５

１年条例第６号） 

第４条第１項の規定により指定された指定文化財

（史跡、名勝及び天然記念物に限る。）を保存する

ために市長が必要と認める区域 

森林法（昭和２６年法律第２４９号） 第２５条第１項又は第２５条の２第１項若しくは第

２項の規定により指定された保安林の区域 
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